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５ 手当
て あ て

・年金
ねんきん

                    

◎手当
て あ て

 

特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

 （身） （知） （精） （難） 
対 象 者 手当額月額 対象外となる場合 手続きに必要なもの 

次のいずれかの障害を有する２０歳未満の

児童を扶養している父・母又は養育者 

① 愛の手帳１～３度程度 

② 身体障害者手帳１～３級程度、４級の一

部（下肢機能障害） 

③ 統合失調症、そううつ病、てんかん、自

閉スペクトラム症など 

④ 重複障害（複数の障害がある場合は、

個々の障害の程度が上記より軽度な場

合でも該当になることがあります） 

※原則として、所定の診断書による障害程

度の審査があります。 

最新月額は日

野市ホームペー

ジをご確認くだ

さい。 

① 父母又は養育者とそ

の配偶者及び扶養義

務者の所得が一定額

を超える場合 

② 障害を有する児童が

施設に入所している

場合 

③ 障害を有する児童が

当該障害による公的

年金等を受給してい

る場合 

① 障害者手帳 

② 戸籍全部事項証明書 

③ 医師の診断書（手帳の

等級・度数により省略

可） 

④ 前年の所得状況がわ

かるもの（転入者の

み。２０歳未満の方は

扶養義務者のもの） 

※公簿により省略で

きる場合もあります 

⑤ 受給者名義の銀行の

口座番号がわかるも

の 

⑥ マイナンバーのわかる

もの 

【手 続 先】 日野市障害福祉課 P9（1_相談窓口）参照 

 

特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

 （身） （知） （精） （難） 
対 象 者 手当額月額 対象外となる場合 手続きに必要なもの 

２０歳以上で重度の障害があるため日常生

活に常時特別な介護が必要な方 

※愛の手帳おおむね１、２度程度または身

体障害者手帳おおむね１、２級程度もしく

は重複の障害を有する方（内部障害を有

し、常時絶対の安静である必要性が高い

方）、それらと同等の疾病、精神の障害を

有する方 

なお、上記の手帳をお持ちでも非該当とな

る場合があります 

最新月額は日

野市ホームペー

ジをご確認くだ

さい。 

① 受給者・配偶者・扶養

義務者の所得が一定

額を超える場合 

② 施設に入所している

場合 

③ 老健・病院に３ケ月を

超えて入院している

場合（受給中、老健・

病院に３ケ月を超え

て入院した場合は、資

格喪失となります） 

① 認定診断書 

② 本人名義の銀行の口

座番号がわかるもの 

③ 前年の所得状況がわ

かるもの（転入者の

み） ※公簿確認によ

り省略できる場合も

あります 

④ 公的年金証書の写し 

⑤ マイナンバーのわかる

もの 

【手 続 先】 日野市障害福祉課 P9（1_相談窓口）参照 
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障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

 （身） （知） （精） （難） 
対 象 者 手当額月額 対象外となる場合 手続きに必要なもの 

２０歳未満で重度の障害があるため日常生

活に常時特別な介護が必要な方 

※愛の手帳おおむね１、２度程度または身

体障害者手帳おおむね１、２級程度もしく

は重複の障害を有する方（内部障害を有

し、常時絶対の安静である必要性が高い

方）、それらと同等の疾病、精神の障害を

有する方 

なお、上記の手帳をお持ちでも非該当とな

る場合があります 

最新月額は日

野市ホームペー

ジをご確認くだ

さい。 

① 受給者・扶養義務者の

所得が一定額を超え

る場合 

② 施設に入所している

場合 

③ 障害年金などを受給

している場合 

① 認定診断書 

② 本人名義の銀行の口

座番号がわかるもの 

③ 扶養義務者の前年の

所得状況がわかるも

の（転入者のみ）    

※公簿確認により省

略できる場合もあり

ます 

④ マイナンバーのわかる

もの 

【手 続 先】 日野市障害福祉課 P9（1_相談窓口）参照 

 

重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

 （身） （知） （精） （難） 
対 象 者 手当額月額 対象外となる場合 手続きに必要なもの 

市内に住民登録があり６５歳未満の方で、

次のいずれかの障害を有する方 

① 重度の知的障害であって、常時複雑な

配慮を必要とする程度の精神症状を有

する方 

② 重度の知的障害であって、身体障害者

手帳おおむね１、２級程度の身体障害を

有する方 

③ 重度の肢体不自由であって、両上肢及

び両下肢の機能が失われ、かつ、座って

いることが困難な程度以上の身体障害

を有する方 

なお、３歳未満の乳幼児又は脳出血、頭部

外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から

６カ月以上経過していない方は、障害が固

定するまで医学的判断ができない場合が

ありますので、障害が固定してから申請し

てください。 

６０，０００円 ① 施設に入所している

場合 

② ６５歳以上の新規申請 

③ ３カ月以上長期入院

者は対象外。（３カ月

を超えない方は入院

中でも申請可能で

す。） 

④ 所得が一定額を超え

る方 

① 印鑑 

② 前年の所得状況がわ

かるもの（転入者の

み。２０歳未満の方は

扶養義務者のもの） 

※公簿確認により省

略できる場合もあり

ます 

③ マイナンバーのわかる

もの 

【手 続 先】 日野市障害福祉課 P9（1_相談窓口）参照 
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日野市
ひ の し

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）福祉
ふ く し

手当
て あ て

 （身） （知） （難） 
対 象 者 手当額月額 対象外となる場合 手続きに必要なもの 

① 身体障害者手帳１、２級の方 

② 愛の手帳１～３度の方 

③ 脳性まひの方 

④ 進行性筋萎縮症の方 

２０歳以上の方 

１５，５００円 

２０歳未満の方 

１２，０００円 

① 施設に入所している

場合 

② ２０歳以上で所得が一

定額を超える方 

③ ６５歳以上で対象とな

った方 

 

① 障害者手帳 

② 本人名義の金融機関

の口座番号がわかる

もの 

③ 所得の証明書（２０歳

以上の転入者のみ） 

① 身体障害者手帳３、４級の方 

② 愛の手帳４度の方 

８，０００円 

身体障害者手帳１～４級と愛の手帳１～４

度の両方をお持ちの方 

３，０００円 

難病医療費助成を受けている方 １０．０００円 ① 難病医療受給者証ま

たは難病医療券 

② 本人名義の金融機関

の口座番号がわかる

もの 

③ 所得の証明書（２０歳

以上の転入者のみ） 

【手 続 先】 日野市障害福祉課 P9（1_相談窓口）参照 

 

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

（国
くに

制度
せ い ど

） 

対 象 者 手当額月額 対象外となる場合 手続きに必要なもの 

父又は母がいないか、内部障害を除く重度

の障害者（身体障害者手帳おおむね１、２

級程度）である場合等で、１８歳に達する日

の属する年度の末日以前の児童（児童が

身体障害者手帳おおむね１～３級の障害を

有する場合は２０歳未満）を養育している

父又は母又は養育者 

所得等により変

わります。 

詳しくは子育て

課にお問合せく

ださい。 

① 申請者が父又は母

で、事実婚状態にある

場合。ただし、父又は

母が重度の障害によ

る事由を除く。 

② 所得が限度額を超え

る場合 

③ 対象児童が施設に入

所している場合 

④ 公的年金受給額（障害

年金は子の加算分）が

児童扶養手当額以上

の場合 

⑤ 国内に住所を有しな

い場合 

① 本人確認書類 

② 戸籍謄本 

③ 銀行通帳等 

④ 愛の手帳、身体障害

者手帳等 

⑤ その他 

詳しくは子育て課にお問

合せください。 

【手 続 先】 日野市子育て課 

［電 話］ ０４２－５１４－８５９８ 
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児童
じ ど う

育成
いくせい

手当
て あ て

（育成
いくせい

手当
て あ て

）（都
と

制度
せ い ど

） 

対 象 者 手当額月額 対象外となる場合 手続きに必要なもの 

父又は母が、重度障害の状態（身体障害者

手帳おおむね１、２級程度）である場合等

で、１８歳に達する日の属する年度の末日

以前の児童を養育している父母または養

育者 

児童１人につき 

１３，５００円 

① 所得が限度額を超え

る場合 

② 対象児童が児童福祉

施設等(里親を除く)

に入所している場合 

① 本人確認書類 

② 戸籍謄本 

③ 銀行通帳等 

④ 愛の手帳、身体障害

者手帳等 

⑤ その他 

詳しくは子育て課にお問

合せください。 

【手 続 先】 日野市子育て課 

［電 話］ ０４２－５１４－８５９８ 

 

児童
じ ど う

育成
いくせい

手当
て あ て

（障害
しょうがい

手当
て あ て

）（都
と

制度
せ い ど

） 
対 象 者 手当額月額 対象外となる場合 手続きに必要なもの 

次のいずれかの障害を有する２０歳未満

の児童を養育している父母または養育者 

① 身体障害者手帳１、２級程度の児童 

② 愛の手帳１、２、３度程度の児童 

③ 脳性まひ又は進行性筋萎縮症の児童 

児童１人につき 

１５，５００円 

① 所得が限度額を超え

る場合 

② 対象児童が児童福祉

施設等(里親を除く)

に入所している場合 

① 本人確認書類 

② 銀行通帳等 

③ 愛の手帳、身体障害

者手帳等 

④ その他 

詳しくは子育て課にお問

合せください。 

【手 続 先】 日野市子育て課 

［電 話］ ０４２－５１４－８５９８ 

 

◎年金
ねんきん

 

国民
こくみん

年金
ねんきん

障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

 

初診日が次のいずれかの時に（国民年金加入中のとき、２０歳前で年金未加入のとき、６０歳以上６５歳未満で

日本に住所があるとき）、病気やけがにより障害が残った場合、その障害の状態が法令に定められる障害の状

態に該当する場合に支給されます。また、保険料の納付要件を満たしている必要があります。 

【申請方法】 以下を保険年金課に持参してください 

① 診断書（窓口で相談後、必要な診断書と診断書に記載する日付についてご案内します） 

② 発病から現在までの「病歴・就労状況等申立書」（窓口でお渡しします） 

③ 請求者本人名義の通帳 

④ 年金手帳や基礎年金番号通知書等の基礎年金番号が確認できる書類 

⑤ 本人確認書類  免許証、マイナンバーカード など 

⑥ 受診状況等証明書（初診日の証明書類です。必要な場合は窓口でお渡しします） 
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⑦ その他必要に応じて、障害者手帳の写し、戸籍謄本、課税・非課税証明書 など 

＜次のような場合は、手続きが必要です＞ 

① 障害基礎年金の更新のとき 

② 受給者の死亡 

【給付金額】 毎年改定されますので保険年金課にお問い合わせください。 

【手 続 先】 日野市保険年金課 

［電 話］ ０４２－５１４－８２８９ 

厚生年金か第三号加入中に初診日のある方：立川年金事務所（電話 042－５２３－０３５２（代）） 

共済年金に加入中に初診日のある方：各共済組合 

 

◎その他
た

 

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

扶養
ふ よ う

共済
きょうさい

制度
せ い ど

 

保護者が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害となった場合に、障害者に

終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。 

【対 象 者】 以下条件を満たす方が申請できます。 

 ○保護者 

① 心身障害者の保護者であること 

② 東京都内に住所があること 

③ 特別な疾病や障害が無く、生命保険契約の対象となる健康状態であること 

④ 加入年度の初日（４月１日）に６５歳未満であること 

 ○心身障害者の範囲 

① 身体障害者手帳１～３級を所持する方 

② 知的障害者 

③ 精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が①又は②と同程度である方 

【掛 金】 加入者の加入時年齢により決まります。掛金は改定されることがあります。納付期間は２０年以上

です。詳しくはお問い合わせください。 

【年 金 額】 １口当たり２万円 

【手 続 先】 日野市障害福祉課 P9（1_相談窓口）参照 

 

ちょこっと共済
きょうさい

（東京都
とうきょうと

市町
しちょう

村民
そんみん

交通
こうつう

災害
さいがい

共済
きょうさい

） 
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、児童扶養手当又は育成手当を受給してい

る親と子（義務教育終了の子は除く）の方は、公費負担により、ちょこっと共済Ｂコースに一括加入しています。

交通災害により傷害を受けた場合、治療の程度により見舞金を支給します。 

【申請方法】 見舞金請求方法は、防災安全課へお問い合わせください。なお、見舞金請求時は「交通事故証明

書」の提出が必要です。交通事故にあった場合は、すぐに警察へ連絡してください（交通事故時に警察へ届出

をしないと交通事故証明書を発行してもらえなくなります）。 

【見舞金額】 治療程度により定められております。詳細はお問い合わせください。 

【手 続 先】 日野市防災安全課 

［電 話］ ０４２－５１４－８９６3 


